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過する日以後に月 2回以上、利用者等に面接した場合 

 

なお、テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、

月に 1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要するものであ

る。この場合においても、利用者等に対して面接方法に係る意向を確

認するとともに、居宅等を訪問して面接することを希望する場合は、

居宅等を訪問して面接するよう努めること。 

上記⑶の要件を満たす場合については、その月分の初回加算に相当

する額を加えた単位(所定単位数に当該面接を行った月の数(3を限度

とする。)を乗じて得た単位数)を加算するものである。 

ただし、初回加算の算定月から、前 6月間において居宅介護支援事

業所等連携加算を算定している場合は、初回加算を算定できない。 

過する日以後に月 2回以上、利用者の居宅等に訪問し面接を行った場

合 

なお、上記⑶の要件を満たす場合については、その月分の初回加算

に相当する額を加えた単位(所定単位数に当該面接を行った月の数(3

を限度とする。)を乗じて得た単位数)を加算するものである。 

ただし、初回加算の算定月から、前 6月間において居宅介護支援事

業所等連携加算を算定している場合は、初回加算を算定できない。 

6 主任相談支援専門員配置加算について 

⑴ 趣旨 

当該加算の対象となる事業所は、相談支援従事者主任研修を修了し

た常勤かつ専従の主任相談支援専門員を 1名以上配置し、当該主任相

談支援専門員が適切な助言・指導を行うことができる体制が整備され

ていることが必要となる。なお、主任相談支援専門員の兼務の取扱い

については、機能強化型サービス利用支援費と同趣旨であるため、㈠

のアの(ｱ)のｂを参照すること。 

⑵ 算定にあたっての留意事項 

当該加算は、主任相談支援専門員に求められる地域における中核的

な役割を踏まえ、次に掲げる区分に応じ、算定する。 

① 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ) 

 5 主任相談支援専門員配置加算について 

⑴ 趣旨 

当該加算の対象となる事業所は、相談支援従事者主任研修を修了し

た常勤かつ専従の主任相談支援専門員を 1名以上配置し、当該主任相

談支援専門員が適切な指導を行うことができる体制が整備されてい

ることが必要となる。 

 

 

⑵ 算定にあたっての留意事項 

当該加算は、主任相談支援専門員に求められる地域における中核的

な役割を踏まえ、当該指定特定相談支援事業所の従業者又は当該指定

特定相談支援事業所以外の指定特定相談支援事業所、指定障害児相談
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㈠ 事業所の要件 

基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援セン

ターに併設される又は地域の相談支援の中核を担う機関として

市町村長が認める指定特定相談支援事業所に限る。 

㈡ 主任相談支援専門員が行うべき事項 

主任相談支援専門員による地域における中核的な役割として

期待される取組を特に評価するため、当該指定特定相談支援事業

所の従業者に加え、当該指定特定相談支援事業所以外の指定特定

相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所及び指定一般相談支

援事業所の従業者に対しても、その資質の向上のための指導及び

助言を実施した場合に算定できるものである。 

なお、ここでいう「指導及び助言を実施した場合」とは次に掲

げるいずれの要件も満たす体制が整備されていなければならな

い。 

ア 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事

項に係る伝達等を目的とした会議の開催 

イ 新規に採用した全ての相談支援専門員に対する主任相談支

援専門員の同行による研修の実施 

ウ 当該相談支援事業所の全ての相談支援専門員に対して、地域

づくり、人材育成、困難事例への対応などサービスの総合的か

つ適切な利用支援等の援助技術の向上等を目的として主任相

談支援専門員が行う指導、助言 

エ 基幹相談支援センターが実施する地域の相談支援事業者の

人材育成や支援の質の向上のための取組の支援（日常的な支援

支援事業所及び指定一般相談支援事業所の従業者に対し、その資質の

向上のための研修を実施した場合に算定できるものである。 

なお、ここでいう「研修を実施した場合」とは次に掲げるいずれの

要件も満たす体制が整備されていなければならない。 

ア 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に

係る伝達等を目的とした会議の開催 

イ 新規に採用した全ての相談支援専門員に対する主任相談支援専

門員の同行による研修の実施 

ウ 当該相談支援事業所の全ての相談支援専門員に対して、地域づく

り、人材育成、困難事例への対応などサービスの総合的かつ適切な

利用支援等の援助技術の向上等を目的として主任相談支援専門員

が行う指導、助言 

エ 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等への主任相談

支援専門員の参加 
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方針等を検討する場の設置・運営、事業所の訪問や相談支援従

事者の業務への同行等による専門的な助言、研修会の企画・運

営（相談支援従事者研修の実習の受入を含む。）等を基幹相談支

援センターの職員と共同で実施していること。 

② 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ) 

当該指定特定相談支援事業所の従業者又は当該指定特定相談支

援事業所以外の指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業

所及び指定一般相談支援事業所の従業者に対し、その資質の向上の

ための研修を実施した場合に算定できるものである。 

なお、ここでいう「研修を実施した場合」とは、①の㈡のアから

ウまでに規定する要件に加えて、次に掲げる要件も満たす体制が整

備されていなければならない。 

基幹相談支援センターが実施する地域の相談支援事業者の人材

育成や支援の質の向上のための取組の支援（日常的な支援方針等を

検討する場の設置・運営、事業所の訪問や相談支援従事者の業務へ

の同行等による専門的な助言、研修会の企画・運営（相談支援従事

者研修の実習の受入を含む。）等）への主任相談支援専門員の協力

（ただし、市町村が基幹相談支援センターを設置していない場合

は、地域の相談支援の中核を担う機関が実施する取組への協力とす

る。） 

⑶ 手続 

この加算を算定する場合は、研修を修了した主任相談支援専門員を

配置している旨を市町村へ届け出るとともに、体制が整備されている

旨を事業所に掲示するとともに公表する必要があること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 手続 

この加算を算定する場合は、研修を修了した主任相談支援専門員を

配置している旨を市町村へ届け出るとともに、体制が整備されている

旨を事業所に掲示するとともに公表する必要があること。 


